
 

２０２０年６月３０日〔火〕№152 

九 州 旅 客 鉄 道 労 働 組 合 

鹿 児 島 地 方 本 部 

発 行 責 任 者  日 髙 光 英 

編 集 責 任 者  住 本 隼 斗 

 

●
と
き 

 

２
０
２
０
年
８
月
８
日
（
土
）
13
時
～ 

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
為
、
当
初
案
内
し
て
い
た
10
時
か
ら
で
は
な

く
13
時
に
変
更
し
て
い
ま
す
。 

●
場
所 

 

ろ
う
き
ん
鹿
児
島
県
本
部
会
議
室 

●
住
所 

 

鹿
児
島
市
山
之
口
町
5

-

2 
 

 

●
代
議
員
数 

３２
名 

 
 

・
鹿
児
島
乗
務
分
会 

 
 
 

５
名 

 

・
鹿
児
島
地
区
連
合
分
会 

 

４
名 

 

・
鹿
児
島
鉄
事
本
所
分
会 

 

３
名 

 

・
鹿
児
島
支
社
分
会 

 
 
 

２
名 

 

・
鹿
児
島
工
務
分
会 

 
 
 

２
名 

 

・
新
幹
線
分
会 

 
 
 
 
 

２
名 

 

・
吉
松
地
区
分
会 

 
 
 
 

２
名 

 

・
鹿
児
島
車
両
分
会 

 
 
 

２
名 

 

・
宮
崎
乗
務
分
会 

 
 
 
 

４
名 

 

・
宮
崎
地
区
連
合
分
会 

 
 

２
名 

・
宮
崎
工
務
分
会 

 
 
 
 

２
名 

 

・
延
岡
地
区
分
会 

 
 
 
 

２
名 

●
代
議
員
確
定 

 
 

七
月
一
〇
日
（
金
） 

●
そ
の
他 

 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
休
業
要
請

や
在
宅
勤
務
な
ど
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
各
職
場
で
は
、
様
々

な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
定
期
大
会
で
問
題
解
決
に
向
け
議
論
し

ま
し
ょ
う
。 

 

                             

第
２９
回
定
期
大
会
開
催 

 

鹿
児
島
県
交
運
労
協
で
は
、

地
方
課
題
で
あ
る
公
共
交
通

の
問
題
に
つ
い
て
鹿
児
島
県

や
鹿
児
島
市
へ
要
請
行
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が

拡
大
す
る
な
か
、
鹿
児
島
県
内

の
公
共
交
通
に
お
い
て
も
深

刻
な
状
態
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
様
な
状
況
の
な
か
、
鹿
児

島
県
交
運
労
協
で
は
、
Ｊ
Ｒ
九

州
労
組
推
薦
の
福
司
山
県
議

に
依
頼
し
、
鹿
児
島
県
議
会
の

令
和
２
年
第
二
回
定
例
会(

２

０
２
０
年
６
月
１
日
開
会
６

月
１
９
日
閉
会)

で
『
公
共
交

通
へ
の
支
援
の
強
化
を
求
め

る
意
見
書
』
を
提
出
し
て
頂
き

ま
し
た
。
提
出
に
至
っ
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
を
受
け
て
い
る
現
状
を
踏

ま
え
、
国
会
及
び
政
府
に
対

し
、
交
通
弱
者
を
は
じ
め
と
す

る
住
民
の
生
活
に
と
っ
て
不

可
欠
な
地
域
公
共
交
通
の
崩

壊
を
防
ぐ
た
め
、
第
二
次
補
正

予
算
あ
る
い
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備

費
を
活
用
し
、
公
共
交
通
へ
の

支
援
の
強
化
を
図
る
よ
う
、
強

く
求
め
る
と
し
６
項
目
に
な

る
意
見
書
を
提
出
し
て
頂
き
、

全
会
一
致
で
採
決
さ
れ
ま
し

た
。
福
司
山
県
議
の
ご
協
力
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

労働基準法第３６条に基づく時間外労働等に関する協定 

7 月 1 日から 1 年間締結 

鹿
児
島
地
方
本
部
は
、
6
月

9
日
に
労
働
時
間
管
理
の
徹
底

や
特
別
条
項
の
考
え
方
に
つ
い

て
協
議
し
ま
し
た
。 

締
結
に
あ
た
り
、
会
社
に
は
、

協
定
の
内
容
を
し
っ
か
り
と
遵

守
す
る
こ
と
、
特
に
緊
急
時
の

取
り
扱
い
は
、
協
定
書
の
と
お

り
対
応
す
る
こ
と
。
系
統
に
よ

っ
て
、
時
間
外
労
働
が
偏
っ
て

い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
再

度
、
業
務
の
平
準
化
に
努
め
る

よ
う
に
求
め
ま
し
た
。
会
社
も

必
要
な
要
員
は
整
っ
て
い
る
と

し
な
が
ら
も
緊
急
性
や
異
常
時

等
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
協
定

書
の
と
お
り
取
り
扱
っ
て
い
く

こ
と
、
業
務
の
平
準
化
に
つ
い

て
は
、
各
職
場
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
し
っ
か
り
取
る
こ

と
を
約
束
し
、
6
月
22
日
に
地

本
も
「
労
働
基
準
法
第
36
条
の

規
定
に
基
づ
く
時
間
外
及
び
休

日
の
労
働
に
関
す
る
協
定
」
を
支

社
と
締
結
し
ま
し
た
。 

今
後
も
36
協
定
の
順
守
は
勿

論
で
す
。
労
働
時
間
削
減
に
向
け

地
本
と
分
会 

で
し
っ
か
り 

と
チ
ェ
ッ
ク 

し
、
問
題
が 

あ
れ
ば
会
社 

に
求
め
て
い 

き
ま
す
。 


